
川口市内において、原則として市税を完納しており、下記のいずれかの条件を満たした事業者に対し補助金を

交付します。

・本市の特定地域（準工業地域、工業地域、工業専用地域）において、製造業(※)として新たに事業を開始す

る事業者及び事業拡大を行う事業者のうち、その新設・増設する工場等の面積が１００㎡以上のもの

（※日本標準産業分類において製造業に分類されるもの）

・「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用した事業者

■企業の市内進出・市内企業の事業拡大を支援します。■

補助対象事業
補助対象者の要件

補助対象経費・補助率・限度額 補助期間

新たに市内で延床面積１００㎡以上の工場等を立地し自ら事業を行

なう者、または事業拡張を目的として新たに１００㎡以上の工場等

を立地し自ら事業を行なう市内事業者で、固定資産税及び都市計画

税の課税対象となるもの

固定資産税等に相当する額の２分の１以内

限度額：１年度２００万円
３年度間

工場等

固定資産税等相当額補助金

流通業務等施設

固定資産税相当額補助金

新たに「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を

利用し、流通業務施設又はデータセンターを整備する事業者で、固

定資産税の課税対象となるもの

固定資産税に相当する額の２分の１以内

限度額：１年度２００万円
３年度間

貸工場賃借料相当額補助金

新たに市内で延床面積１００㎡以上の市内の貸工場と賃貸借契約を

締結した事業者、または事業拡張を目的として新たに１００㎡以上

の市内の貸工場と賃貸借契約を締結した市内事業者で、貸工場の所

有者と借家人（法人にあってはその代表者）が、配偶者及び３親等

以内の親族でないこと

当該家賃相当額の２分の１以内

限度額：１年度１２０万円かつ月額１０万円

２年間

（２４ヶ月）

雇用促進補助金

上記補助金の対象となる工場等の操業を開始した日から１年を経過

した日の前日までに、市内に住所を有する新規雇用従業員（正社

員）を雇用しているもの

当該従業員１人あたり２０万円

限度額：３００万円
―

問い合わせ：川口市 経済部 産業労働政策課 産業創出係 電話 048-258-1619

※詳細は、市のホームページ等でご確認ください。
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川口市企業立地補助金



補助金交付の流れ
まずはお電話にてご相談ください。その後、現地確

認を経て、申請手続きに入ります。

交付申請書類提出

税金の完納後または該当年度の家賃支払い後、実績報告書類の提出

書類審査

交付決定

実績報告書類提出

書類審査

請求手続き

補助金交付

【固定資産税等相当額補助金】

・前年度決算書の写し

・法人登記の全部事項証明書（履歴事項）（原本）

・見取り図及び配置図

・土地及び家屋の登記簿謄本（原本）

・固定資産税等の評価証明書（原本）

・補助対象年度の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し

【貸工場賃借料相当額補助金】

・前年度決算書の写し

・法人登記の全部事項証明書（履歴事項）

・見取り図及び配置図（※）

・賃貸借契約書の写し（※）

※市内移転の場合は移転前の工場から１００㎡以上増え

ている書類も必要になります。

＜交付申請書類のほか、主に以下の書類をご提出いただきます＞

補助金に関するご相談を随時受け付けております。

お気軽にご相談ください。

また、埼玉県でも企業立地支援策を実施しております。

詳しくは、埼玉県企業立地課ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

川口市 経済部 産業労働政策課 産業創出係

電話 048-258-1619

【固定資産税相当額補助金】 ：補助対象年度の固定資産税等の納税証明書

【貸工場賃借料相当額補助金】：支払い明細書等

【雇用促進補助金】 ：対象従業員の名簿及び雇用保険被保険者証の写し

＜実績報告書類のほか、主に以下の書類をご提出いただきます＞

必ず補助金の交付をお約束するものではなく、実績報告の審査を経る必要があります。

補助金の交付が確定し、請求手続きの後、補助金の交付となります。

【注意事項】

● 全ての補助金対象事業において、あらかじめ施設が稼動している必要があります。

● 工場等には、工場とそれに付帯する施設・事務所等も含まれます。

● 市内移転の場合は、以前の工場から１００㎡以上増えている必要があります。

● 固定資産税等相当額補助金は、施設稼動後、初めて課税・納税する年度内に申請が必要です。

● 固定資産税等相当額補助金は、土地のみの申請はできませんが、家屋のみの申請は可能です。

● 雇用促進補助金における新規雇用従業員は、基準日から起算して１年間継続して雇用している必要があります。

● 雇用促進補助金の対象となる新規雇用従業員は、市内住所を有するものに限ります。

補助金は原則として課税対象となります。課税についてのお問い合わせは税務署までお願い

いたします。

書類審査完了後に市から確定通知書を送付いたします。

市から交付決定通知書を送付いたします。


